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全ての区画において、土台部分等（地中にコンクリート部分（カロートや基礎の一部等）が存在する場合
にはそれらも含める）を含めた現況有姿での引渡しとなります。利用開始後は責任を持って管理していく
こととし、撤去及び補修する場合にかかる費用について高山市は一切負担しません。
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